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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
旧
ソ
連
時
代
の
日
ソ
共
同
宣
言
等
の
有
効
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
継
承
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
（
以
下
「
ソ
連
邦
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
が
い
ず
れ
の
国
と
の
間
で
引
き
続

き
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
お
答
え
す
れ
ば
、お
尋
ね
の「
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共
同
宣
言
」

（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
号
）
は
、
日
本
国
と
ソ
連
邦
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
国
際
約
束
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
、
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
タ
ジ
キ

ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
及
び
モ
ル
ド
バ
と
の
間
に
お
い
て
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら

の
国
々
と
の
間
で
の
口
上
書
の
交
換
又
は
書
簡
の
往
復
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
と
の
間
で
は
、
千
九
百

九
十
三
年
の
「
日
露
関
係
に
関
す
る
東
京
宣
言
」
（
以
下
「
東
京
宣
言
」
と
い
う
。
）
第
二
項
に
お
い
て
も
、
「
ロ
シ
ア
連

邦
が
ソ
連
邦
と
国
家
と
し
て
の
継
続
性
を
有
す
る
同
一
の
国
家
で
あ
り
、
日
本
国
と
ソ
連
邦
と
の
間
の
す
べ
て
の
条
約
そ
の

他
の
国
際
約
束
は
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
千
九
百
七
十
三
年
の
「
日
ソ
共
同
声
明
」
及
び
千
九
百
九
十
一
年
の
「
日
ソ
共
同
声
明
」
は
、
い
ず
れ

一



も
日
本
国
と
ソ
連
邦
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
ロ
シ
ア
と
の
間
で
は
、
東
京

宣
言
第
二
項
に
お
い
て
、
「
両
国
の
間
で
合
意
の
上
作
成
さ
れ
た
諸
文
書
」
を
基
礎
と
し
て
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
に
よ
り
平
和
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
よ
う
交
渉
を
継
続
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 二


